


諮問事項の「１．墓所の使用期間の更新に関すること」、「２．墓所の返還に関すること」

について審議の結果、以下のとおり答申する。

１．墓所の使用期間の更新に関すること

（１）使用期間満了に伴う更新年数については、30 年を原則としつつ、更新年数 10 年を設け

るものとし、墓所使用者が選択できるようにすること。

（２）使用期間更新に伴う料金については、受益者負担の原則の元、引き続き墓所を使用する

ために必要な運営経費相当額として算出した以下の額を提案する。

また、使用者が市外居住者の場合、上記額に 1.5 を乗じた額とすることを提案する。

○更新使用に伴う料金体系

墓所区分 更新年数
更新使用料（仮称）

市内居住使用者

更新使用料（仮称）

市外居住使用者

通常墓所

１区画 3.0 ㎡

３０年 １８０，０００円 ２７０，０００円

１０年 ６０，０００円 ９０，０００円

小型墓所

１区画 1.5 ㎡

３０年 ９０，０００円 １３５，０００円

１０年 ３０，０００円 ４５，０００円

２．墓所の返還に関すること

（１）墓所を使用せず返還を希望する使用者等に対して、「墓所返還者等支援事業（仮称）」

を新たに創設し、以下の支援を行うこと。

① 合祀室改葬等許可制度

ア 墓所の返還にあたり、埋蔵されているご遺骨に限り、無償で合葬式墓地、合祀室への

改葬を許可すること。また、墓所の返還により使用者自身のお墓が確保できない場合は、

希望により使用者及びその配偶者に対し、有償で合祀室への埋蔵について生前予約を許

可すること。

イ 墓所使用者が、墓所に埋蔵されているご遺骨のうち、骨壺の整理を希望する場合は、

有償で合葬式墓地の合祀室への改葬を許可すること。

なお、有償で合祀室へ改葬する際の使用料は、合葬式墓地のうち、直接合祀に係る

経費相当額として算出した１体あたり 35,000 円を提案する。

また、墓所の返還に伴い、使用者及びその配偶者が入るお墓として合祀室を生前予約

する場合にかかる使用料についても同額とする。



○合祀室改葬等許可制度料金体系

制度要件 埋蔵骨の改葬 使用者及び配偶者（生前予約）

墓所の返還 無償 １人につき ３５，０００円

墓所の継続使用 1骨につき ３５，０００円

② 墓石撤去費等助成制度

墓所の返還にあたり、原状回復のための墓石撤去等費用を助成すること。なお、墓石

撤去等費用の助成については、一般的な墓石撤去費用を参考に、適正な額を設定するこ

と。



第８期浦安市墓地公園運営審議会の審議経過及び、審議会委員名簿について

１ 審議経過（令和２年度）

８月３１日
第２７回 浦安市墓地公園運営審議会

※議事内容：墓地公園運営状況の確認、次回の導入説明

１１月０２日
第２８回 浦安市墓地公園運営審議会

※議事内容：墓所の使用期間更新、次回の導入説明

１２月２５日
第２９回 浦安市墓地公園運営審議会

※議事内容：墓所の返還支援、前回の補足説明

１月１４日
第３０回 浦安市墓地公園運営審議会（書面会議）

※議事内容：答申内容の確認

１月２５日 答申書提出

２ 審議会委員名簿（８名）

会 長 学識経験者 喜多村 悦あ史 ｷﾀﾑﾗ ｴﾂｼ 東京福祉大学 副学長

副会長 学識経験者 染あ谷 俶あ子 ｿﾒﾔ ﾖｼｺ マレーシアプトラ大学 客員教授

学識経験者 村あ上 恵あ一 ﾑﾗｶﾐ ｹｲｲﾁ 公益社団法人全日本墓苑協会 理事

学識経験者 板あ橋 正あ人 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾄ 一般財団法人葬務事業振興会 専務理事

団 体 代 表 大あ塚 真理子 ｵｵﾂｶ ﾏﾘｺ 浦安市婦人の会連合会 会長

団 体 代 表 前あ田 政あ和 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 浦安市自治会連合会 幹事

市 民 公 募 石あ川 千あ惠 ｲｼｶﾜ ﾁｴ

市 民 公 募 渡あ邉 三保子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎｺ

参 考


